
〔地
裁
判
決
〕

平
成
一
人
年
四
月
二
〇
日

京
都
地
裁

、

ノ

月
二
〇
日

泉
者
地
群

請
求
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

公
の
営
造
物
の
設
置
･
管
理
瑕
疵
の
成
否
を
判
断
す
る

た
め
の
基
準
の
一
つ
に
、
予
見
可
能
性
が
あ
る
。
予
見
可

能
性
が
な
い
事
故
、
つ
ま
り
公
の
営
造
物
の
管
理
者
に
お

い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に
起
因
す
る

事
故
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
が
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る

(最
高
裁
昭
和
五
三
年
㈲
第
七
六
号
同
年
七
月
四
日
第
三

小
法
廷
判
決
･
民
集
三
二
巻
五
号
八
〇
九
頁
参
昭
巴
。

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
予
見
可
能
性
に
関
す
る
裁
判
所
の

判
断
の
一
例
で
あ
る
。
原
動
機
付
自
転
車
が
通
行
を
禁
止
さ

れ
て
い
る
仮
歩
道
を
通
行
し
、
仮
歩
道
に
駐
車
し
て
い
た
工

事
用
車
両
に
衝
突
し
て
運
転
者
が
死
亡
し
た
事
故
に
つ
い

て
、
道
路
の
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
裁
判
所

は
、
通
行
を
禁
止
さ
れ
、
ま
た
、
進
入
し
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
仮
歩
道
を
原
動
機
付
自
転
車
が

走
行
す
る
こ
と
ま
で
は
道
路
管
理
者
が
予
見
で
き
な
い
と
し

て
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

な
お
、
仮
歩
道
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
自
転
車

が
同
様
の
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
の
予
見
可
能
性
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
等
、検
討
の
素
材
と
し
て
も
面
白
い
と
考
え
、

紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

一

事
案
の
概
要

本
件
は
、
亡
A
が
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
、
京

都
府
道
造
成
地
の
う
ち
仮
歩
道
と
し
て
歩
行
者
等
の
通
行

に
供
さ
れ
て
い
た
部
分
を
走
行
中
、
仮
歩
道
を
塞
ぐ
よ
う

に
お
い
て
あ
っ
た
工
事
用
車
両
を
避
け
よ
う
と
し
て
転
倒

し
、
工
事
用
車
両
及
び
中
央
分
離
帯
緑
石
に
衝
突
し
て
死

亡
し
た
と
し
て
、
そ
の
相
続
人
で
あ
る
原
告
が
、
仮
歩

道
の
管
理
者
で
あ
る
被
告
に
対
し
て
、

1

仮
歩
道
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い

て
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て

国
家
賠
償
法

(以
下

｢国
賠
法
｣
と
い
う
)
二
条

一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償

2

被
告
が
工
事
業
者
に
発
注
し
て
仮
歩
道
付
近
で

工
事
を
施
工
す
る
に
あ
た
り
通
行
の
安
全
を
確
保

す
る
措
置
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て

国
賠
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
事
案
で
あ
る

(工
事
業
者
に
対
し
て
も
民

法
七
百
九
条
等
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
る

が
、
以
下
省
略
す
る
)。

争
い
の
な
い
事
実
等

①

被
告
は
、
工
事
業
者
に
請
け
負
わ
せ
て
、
府
道
B

造
成
中
の
道
路
に
設
け
ら
れ
た
仮
歩
道
に
お
い
て

原
動
機
付
自
転
車
が
重
専
用
車
両
に
衝
突
し
た

事
隙
に
つ
い
て
道
路
の
管
理
職
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

i
京
都
府
道

原
動
機
付
自
転
車
衝
突
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



線
の
う
ち
C
線
と
の
交
差
点

(以
下

｢本
件
交
差
占
こ

と
い
う
)
よ
り
西
側
の
部
分
に
つ
い
て
、
北
側
三
車
線

を
東
行
車
線
と
西
行
車
線
の
片
側
一
車
線
の
道
路
と
し

て
一
般
交
通
の
用
に
供
し
な
が
ら
、
南
側
部
分

(南
側

車
線
造
成
地
)
(以
下
｢本
件
工
事
現
場
｣
と
も
い
う
)

を
整
備
す
る
工
事

(以
下

｢本
件
工
事
｣
と
い
う
)
を

行
い
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
の
全
体

を

(将
来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
な
ら
ず
車
道
に
な
る

部
分
も
)
仮
歩
道

(以
下

｢本
件
仮
歩
道
｣
と
い
う
)

と
し
て
歩
行
者
等
(歩
行
者
及
び
自
転
車
等
の
軽
車
両
)

の
通
行
の
用
に
供
し
て
い
た
。

②

次
の
交
通
事
故

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
)

が
発
生
し
た
o

ア

日
時

某
日
午
後
九
時
三
〇
分
こ
ろ

イ

場
所

本
件
工
事
現
場

ウ

態
様

亡
A
が
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
、
町
道
D

線
を
西
進
し
、
B
線
と
C
線
と
の
交
差
点

(本
件

交
差
点
)
の
南
西
角
に
設
け
ら
れ
た
入
口

(以
下

｢東
側
入
口
部
分
｣
と
い
う
)
か
ら
本
件
仮
歩
道

に
進
入
し
、
本
件
仮
歩
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
て

走
行
し
て
い
た
際
、
本
件
事
故
現
場
で
原
動
機
付

飢

自
転
車
と
も
ど
も
転
倒
滑
走
し
て
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ

2

の
バ
ケ
ッ
ト
部
と
地
面
の
隙
間
に
挟
ま
る
形
で
衝

律道
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図

突
し
、
即
死
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た
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図
参
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2

争
点

1

本
件
仮
歩
道
が
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い

て
い
て
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と

い
え
る
か

(被
告
が
国
賠
法
二
条
一
項
責
任
を
負
う

か
)

2

被
告
が
工
事
業
者
に
発
注
し
て
本
件
仮
歩
道
付
近

で
工
事
を
施
工
す
る
に
あ
た
り
、
通
行
の
安
全
を
確

保
す
る
措
置
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か

(被
告

が
国
賠
法
一
条
一
項
責
任
を
負
う
か
)

3

争
点
に
対
す
る
当
事
者
の
主
張

獨

争
点
1
に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

ア

本
件
仮
歩
道
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
て
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ

た
。

イ

被
告
は
、
B
線
造
成
地
と
い
う
公
の
営
造
物
の

設
置
･
保
存
を
す
る
者
と
し
て
、
工
事
現
場
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
し
、
原
動
機
付
自
転
車
の
通
行

を
許
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
工
事
現
場
で
あ
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
通
行
禁
止
･
進
入
禁
止
を
明
示

し
た
上
、
進
入
で
き
な
い
よ
う
に
閉
鎖
し
、
昼
夜

を
問
わ
ず
容
易
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
照
明
し
て

お
く
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
歩
道
と
し
て
昼
間

の
み
な
ら
ず
夜
間
も
通
行
に
供
用
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
工
事
現
場
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
迷
い
込

む
可
能
性
が
な
い
よ
う
に
、
工
事
現
場
の
仮
歩
道

で
あ
る
こ
と
を
夜
間
で
も
容
易
に
認
識
で
き
る
よ

う
に
明
示
し
、
本
件
工
事
現
場
全
体
が
仮
歩
道
で

あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
件
工
事
現
場
全
体
を
夜

間
で
も
認
識
で
き
る
よ
う
に
照
明
を
設
置
し
、
障

害
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
設
置
･
保
存
す
る
義
務

が
あ
る
。
被
告
は
、
上
記
の
義
務
を
怠
っ
た
か
ら
、

国
賠
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
。
な
お
、
亡
A
は
、
毎
日
の
通
勤
で
は
他
の
道

路
を
通
行
し
て
い
た
か
ら
、
本
件
工
事
現
場
の
状

況
を
知
ら
な
か
っ
た
。

ウ

(道
路
標
識
等
)
被
告
は
、
道
路
上
又
は
道
路
に

接
し
て
工
事
を
行
う
場
合
、
本
件
仮
歩
道
が
工
事

現
場
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
ど
の
範
囲
で
ど
の
よ

う
な
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
、
通
行
人
に
事

前
に
か
つ
容
易
に
、
し
か
も
夜
間
で
も
認
識
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
道
路
標
識
、
標
示
板
等
に

加
え
、
保
安
灯
や
点
滅
式
の
注
意
灯
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
工
事
現
場
入
口
部
分
に

は
交
通
誘
導
員
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
工
事
現
場
の
東
側
入
口
部

分
に
は
、
｢仮
歩
道
｣
と
い
う
標
示
板

(以
下

｢本
件
標
示
板
｣
と
い
う
)
一
個
が
設
置
さ
れ
て

い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
記
載
は
、
歩
行
者
と
自

転
車
の
み
が
通
行
で
き
る
も
の
で
原
動
機
付
自
転

車
は
通
行
で
き
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
、
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
し
て

く
る
者
に
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
な
い
方
向

(北
向

き
)
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
東
側
入
口
部
分

の
付
近
に
は
本
件
事
故
当
時
夜
間
照
明
に
な
る
よ

う
な
店
舗
が
全
く
な
く
夜
間
真
っ
暗
な
状
態
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
灯
や
点
滅
式
の
注

意
灯
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
お
い

て
、
不
十
分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
交
通
誘
導
員

の
配
置
も
な
か
っ
た
。

エ

(単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
等
)
本
件
工
事
現
場
は
、

そ
の
全
体
を
仮
歩
道
と
し
て
歩
行
者
等
の
通
行
の

用
に
供
し
て
い
た
た
め
、
車
両
の
通
行
が
許
さ
れ

た
一
般
道
路
で
あ
る
と
の
外
観
を
呈
し
て
い
た

上
、
本
件
工
事
現
場
の
東
側
入
口
部
分
に
は
、
移

動
可
能
な
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド

(以
下

｢単
管
バ
リ

ケ
ー
ド
｣
と
い
う
)
が
設
置
さ
れ
、
し
か
も
、
歩

行
者
等
の
通
行
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
一
定
の
間

隔
を
空
け
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
横
に
追
い
や
ら

れ
東
側
入
口
部
分
が
完
全
に
開
い
た
状
態
で
あ
っ

た
。
な
お
、
B
線
の
う
ち
道
路
の
用
に
供
し
て
い

た
北
側
二
車
線
と
仮
歩
道
と
し
て
歩
行
者
等
の
通

行
の
用
に
供
し
て
い
た
南
側
車
線
造
成
地

(本
件

工
事
現
場
)
と
を
区
別
す
る
部
分
に
あ
っ
た
大
型

の
反
射
板

(デ
リ
ニ
エ
ー
タ
ー
)
や
視
線
誘
導
標

は
、
夜
間
反
射
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
分
離
帯

部
分
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
亡
A
が
仮
歩
道
に
迷

道行セ 2007.10 ≦3



い
込
む
要
因
に
な
っ
た
。

(被
告
の
主
張
)

ア

原
告
ら
の
主
張
は
争
う
。
本
件
仮
歩
道
は
、
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
設
置

又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

イ

被
告
は
、
本
件
仮
歩
道
に
工
事
車
両
以
外
の
一

般
車
両
が
誤
っ
て
進
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

十
分
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
。
被
告
は
、
南
側
車

線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
を
仮
歩
道

(本
件

仮
歩
道
)
と
し
て
歩
行
者
等
の
通
行
の
用
に
供
す

る
に
あ
た
り
、
中
央
分
離
帯
、
仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
及
び
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
で
、
道
路
と
し
て
一
般

交
通
の
用
に
供
し
て
い
た
北
側
二
車
線

(供
用
道

路
)
と
明
確
に
区
画
し
て
い
た
。
本
件
工
事
現
場

の
東
側
入
口
部
分
付
近
は
、
路
面
の
セ
ン
タ
ー
ラ

イ
ン
、
側
線
ラ
イ
ン
及
び
横
断
歩
道
等
の
区
画
線

や
道
路
標
示
、
路
側
帯
の
仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、

視
線
誘
導
標

(進
行
方
向
に
対
し
て
左
側
路
側
に

白
色
部
分
を
設
置
)
及
び
道
路
標
識
に
よ
っ
て
、

運
転
者
に
対
す
る
視
線
誘
導
が
十
二
分
に
さ
れ
て

い
た
。
東
側
入
口
部
分
は
、
重
さ
約
二
九
糖
で
簡

単
に
移
動
で
き
な
い
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
で
封
鎖
す

る
だ
け
で
な
く
、
｢仮
歩
道
｣
で
あ
る
旨
記
載
し

た
本
件
標
示
板
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
て

い
た
。
な
お
、
本
件
工
事
を
当
時
監
督
し
て
い
た

被
告
事
務
所
に
は
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
が
開
い
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
危
な
い
と

い
う
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
一
般
車

両
が
本
件
仮
歩
道
を
走
行
し
て
い
る
と
い
う
報
告

も
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
に
関

連
し
た
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
も
聞
い
て
い
な

い
。

ウ

亡
A
は
、
本
件
仮
歩
道
内
に
迷
い
込
ん
だ
の
で

は
な
く
、
意
図
的
に
本
件
仮
歩
道
を
原
動
機
付
自

転
車
で
走
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
D
線
を
東
か
ら

西
に
向
け
て
走
行
し
、
本
件
交
差
点
を
直
進
し
て

そ
の
ま
ま
B
線
を
西
に
向
け
て
走
行
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
供
用
さ
れ
て
い
る
幅
員
の
広
い
北
側
道
路

を
道
な
り
に
直
進
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
東
側

入
口
部
分
か
ら
本
件
仮
歩
道
に
進
入
す
る
に
は
、

あ
え
て
そ
の
方
向
に
進
路
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

(ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
中
央
分
離
帯
と
考
え

て
し
ま
う
と
、
そ
の
北
側
道
路
は
片
側
二
車
線
の

反
対
車
線
で
あ
る
の
に
、
そ
の
南
側
車
線
は
、
片

側
一
車
線
の
道
路
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
不
自
然

で
あ
る
し
、
片
側
二
車
線
の
反
対
車
線
は
片
側
一

車
線
の
D
線
と
道
な
り
に
連
結
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
)。
東
側
入
口
部

分
の
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
は
通
常
き
ち
ん
と
閉
鎖
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
原
動
機
付
自
転
車
で
通
行
す
る

に
は
、
一
旦
降
車
し
て
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
移
動

さ
せ
る
か
、
又
は
徐
行
し
な
が
ら
そ
の
間
隙
を
通

過
す
る
必
要
が
あ
る
。
仮
に
、
亡
A
が
誤
っ
て
本

件
仮
歩
道
内
に
迷
い
込
ん
だ
と
し
て
も
、
本
件
事

故
現
場
ま
で
約
一
如
弱
走
行
す
る
途
中
で
、
車
道

で
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
引
き
返
す
の
が
自
然
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
進
行
し
続
け

た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
亡
A
は
、
意
図
的
に
本
件

仮
歩
道
を
走
行
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(本
件
仮
歩
道
の
路
面
上
に
区
画
線
や
道
路
標
示

が
全
く
な
く
、
舗
装
状
態
が
表
層
部
分
と
基
層
部

分
と
で
段
差
が
あ
る
ほ
か
、
マ
ン
ホ
ー
ル
と
の
段

差
も
あ
り
、
供
用
さ
れ
て
い
る
北
側
車
線
と
は
そ

の
状
態
及
び
外
観
が
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
本
件

仮
歩
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す
る
と
、
仮

設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
裏
側
を
、
視
線
誘
導
標
を
右

側
に
見
な
が
ら
走
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
事

故
現
場
直
前
の
本
件
仮
歩
道
と
京
奈
和
自
動
車
道

が
交
差
し
て
い
る
場
所
に
は
、
照
明
が
つ
い
て
い

て
か
な
り
明
る
か
っ
た
)。
そ
し
て
、
亡
A
は
B

線
を
本
件
事
故
現
場
よ
り
さ
ら
に
西
進
し
た
と
こ

ろ
に
居
住
し
て
い
た
地
元
住
民
で
あ
り
、
B
線
が

自
宅
か
ら
最
寄
り
駅
ま
で
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
幅

員
の
広
い
道
路
で
あ
る
か
ら
、
北
側
道
路
を
毎
日

の
通
勤
経
路
と
し
て
利
用
し
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
事
故
現
場
)
が
仮
歩
道
で
あ
る
こ
と
を
十

分
認
識
し
て
い
た
と
推
認
す
る
の
が
自
然
で
あ

る
o
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本
件
標
示
板
は
、
歩
行
者
や
一
般
車
両
に
対
し

自
転
車
が
あ
え
て
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
動
か
す
必

注
意
喚
起
を
促
す
も
の
と
し
て
十
分
で
あ
る
。
本

要
性
も
認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、
反
に
、

件
標
示
板
は
、
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行

し
て
き
た
車
両
等
に
対
し
て
も
、
C
線
を
北
か
ら

南
に
向
け
て
走
行
し
て
き
た
車
両
等
に
対
し
て

も
、
相
対
す
る
形
で
見
え
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て

い
た
。
本
件
標
示
板
自
体
に
は
保
安
灯
が
設
置
さ

れ
て
い
な
い
が
、
夜
間
に
車
両
を
運
転
す
る
者
は

ラ
イ
ト
を
灯
火
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
本
件
標
示
板
が
見
え
に
く
い
と
も
言
え

な
い
。
本
件
標
示
板
は
、
歩
行
者
の
便
宜
を
図
っ

て
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
車
両
に
対
す
る

注
意
喚
起
と
い
う
意
味
で
は
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド

に
よ
る
封
鎖
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、本
件
標
示
板
は
、

単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
に
よ
る
進
入
禁
止
を
補
完
す
る

二
次
的
な
注
意
標
識
で
あ
る
。

オ

事
故
当
日
も
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
は
き
ち
ん
と

閉
鎖
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド

は
、
一
般
車
両
が
誤
っ
て
進
入
す
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
の
遮
蔽
措
置
と
し
て
、
常
に
閉
鎖
さ
れ

た
状
態
で
置
か
れ
て
お
り
、
工
事
車
両
が
本
件
仮

歩
道
内
に
進
入
す
る
た
め
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
開

け
た
際
は
、
そ
の
都
度
基
に
戻
し
て
閉
鎖
措
置
を

講
じ
て
い
た
。
東
側
入
口
部
分
の
単
管
バ
リ
ケ
ー

ド
の
横
に
は
、
歩
行
者
や
自
転
車
が
通
れ
る
七
五

節
程
度
の
隙
間
が
常
に
空
い
て
い
て
、
歩
行
者
や

要
性
も
認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、
仮
に
、
事
故
発

生
日
の
午
後
五
時
以
降
に
工
事
関
係
者
が
現
場
を

後
に
し
た
後
に
、
何
者
か
が
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を

開
放
し
た
ま
ま
放
置
し
た
と
す
れ
ば
、被
告
に
は
、

か
か
る
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
事
故
発
生
時
点
ま
で

に
遅
滞
な
く
原
状
に
復
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。

②
争
点
2
に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

ア

被
告
は
、
工
事
業
者
に
発
注
し
て
本
件
仮
歩
道

付
近
で
本
件
工
事
を
施
工
す
る
に
あ
た
り
通
行
の

安
全
を
確
保
す
る
措
置
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。

イ

被
告
は
、
工
事
業
者
に
対
し
、
第
三
者
が
本
件

工
事
現
場

(本
件
仮
歩
道
)
に
迷
い
込
む
な
ど
し

て
第
三
者
に
危
害
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
指
導
監

督
す
る
義
務
が
あ
る
。
被
告
は
、
上
記
義
務
を
怠

っ
た
か
ら
、
国
賠
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
。

ウ

被
告
は
、
多
数
の
業
者
に
本
件
工
事
を
発
注
し

て
お
り
、
し
か
も
、
本
件
工
事
現
場
の
全
体
を
仮

歩
道
と
し
て
歩
行
者
等
の
通
行
の
用
に
供
し
て
い

た
か
ら
、
①
本
件
仮
歩
道
の
入
口
部
分
の
単
管
バ

リ
ケ
ー
ド
を
適
正
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
照
明

設
備
を
設
置
し
て
明
る
く
し
、
ま
た
、
②
工
事
施

工
業
者
に
対
し
、
夜
間
本
件
仮
歩
道
に
工
事
車
両

等
を
放
置
さ
せ
な
い
か
、
又
は
、
仮
に
夜
間
本
件

仮
歩
道
に
工
事
車
両
等
を
放
置
さ
せ
る
な
ら
通
行

の
障
害
に
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
べ
く
中
央
分
離

帯
か
ら
離
れ
た
場
所
に
置
か
せ
、
か
つ
、
衝
突
を

避
け
る
た
め
工
事
車
両
等
の
存
在
を
示
す
予
告
標

示
板
を
本
件
仮
歩
道
の
東
側
入
口
部
分
だ
け
で
な

く
、
東
側
入
口
部
分
の
数
十
m
手
前
に
夜
間
で
も

識
別
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
せ
、
し
か
も
、
工
事

車
両
等
の
周
囲
に
照
明
設
備

(保
安
灯
)
を
設
置

さ
せ
、
ま
た
、
警
備
員
を
配
置
す
る
な
ど
、
衝
突

を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
対
策
を
と
る
よ
う
に
指

導
し
、
定
期
的
に
報
告
書
を
提
出
さ
せ
、
さ
ら
に
、

監
督
者
を
本
件
工
事
現
場
に
常
駐
さ
せ
る
か
、
あ

る
い
は
毎
日
本
件
工
事
現
場
の
状
況
を
見
回
る
こ

と
に
よ
り
、
上
記
の
よ
う
な
安
全
対
策
が
守
ら
れ

る
よ
う
に
指
導
監
督
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。

被
告
は
、
上
記
義
務
を
怠
り
、
そ
の
結
果
工
事
業

者
が
上
記
義
務
を
怠
っ
た
か
ら
、
国
賠
法
一
条
一

項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

(被
告
の
主
張
)

ア

否
認
す
る
。
被
告
は
、
本
件
工
事
を
行
う
に
あ

た
っ
て
取
り
組
む
べ
き
安
全
配
慮
義
務
は
尽
く
し

て
お
り
、
ま
た
、
本
件
の
よ
う
な
事
故
に
関
す
る

予
見
可
能
性
及
び
回
避
可
能
性
は
い
ず
れ
も
な

く
、
原
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う
な
各
義
務
を
負
っ



て
い
な
か
っ
た
。

イ

被
告
は
、
第
一
次
的
に
は
、
本
件
工
事
に
関
与

し
た
業
者
に
対
し
、
｢現
在
、
車
道
の
一
部
を
仮

歩
道
と
し
て
供
用
し
て
い
る
た
め
、
歩
行
者
、
自

転
車
等
に
は
十
分
注
意
し
、
安
全
対
策
を
施
す
こ

と
｣
と
記
載
し
た
特
記
仕
様
書
を
配
布
し
て
、
工

事
現
場
の
適
切
な
管
理
･
安
全
対
策
を
命
じ
、
業

者
が
、
施
工
計
画
書
に
｢作
業
後

(午
後
五
時
以

降
)
は
、
バ
リ
ケ
ー
ド
･
保
安
灯
等

(個
々
の
工

事
現
場
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
十
分
な
設
備
と
い

う
意
味
で
あ
る
)
を
設
置
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
な
い

よ
う
に
注
意
し
ま
す
｣
と
明
記
し
、
現
場
管
理
を

行
う
旨
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
業
者
に
対
し
注

意
を
喚
起
し
、
毎
日
の
安
全
管
理
を
業
者
の
現
場

監
督
者
に
当
た
ら
せ
、
第
二
次
的
に
は
、
職
員
が

時
折
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
も
含
め
直
接
現
場
に
赴

き
、
現
場
の
状
況
を
確
認
す
る
等
し
て
、
本
件
工

事
現
場
に
お
い
て
事
故
が
生
じ
な
い
よ
う
に
直
接

間
接
に
指
導
監
督
す
る
こ
と
に
よ
り
結
果
回
避
義

務
を
尽
く
し
て
き
た
。

ウ

本
件
仮
歩
道
の
構
造
、
用
途
、
場
所
的
環
境
、

利
用
状
況
、
亡
A
の
意
図
的
な
行
動
等
に
鑑
み
る

と
、
東
側
入
口
部
分
に
お
い
て
、
十
分
な
安
全
配

慮
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
か
ら
、
被
告
に
は
、
原

動
機
付
自
転
車
が
あ
え
て
本
件
仮
歩
道
に
進
入
し

勝
手
に
通
行
す
る
こ
と
な
ど
予
見
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
本
件
仮
歩
道
内
に
標
示
板
等
を
設
置
す
る

必
要
性
は
な
く
、
本
件
事
故

(亡
A
の
交
通
ル
ー

ル
不
遵
守
に
よ
る
目
損
事
故
)
の
回
避
可
能
性
も

認
め
ら
れ
な
い
。

三

裁
判
所
の
判
断

1

本
件
事
故
現
場
の
状
況

前
述
争
い
の
な
い
事
実
等
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨

に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

①

被
告
は
、
本
件
事
故
発
生
日
に
は
、
工
事
業
者
に

請
け
負
わ
せ
て
、
B
線
に
つ
い
て
、
将
来
、
北
側
二

車
線
を
東
行
二
車
線
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工

事
現
場
)
を
西
行
二
車
線
と
す
る
計
画
の
下
、
北
側

二
車
線
を
東
行
車
線
と
西
行
車
線
の
片
側
一
車
線
の

道
路
と
し
て
一
般
交
通
の
用
に
供
し
な
が
ら
、
南
側

車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
の
整
備
工
事

(本

件
工
事
)
を
行
っ
て
い
た
。

②

被
告
は
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)

よ
り
西
に
居
住
す
る
住
民
が
南
側
車
線
造
成
地

(本

件
工
事
現
場
)
の
北
東
に
あ
る
駅
等
に
赴
く
際
の
便

宜
を
図
る
た
め
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現

場
)
が
未
だ
道
路
と
し
て
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
工
事
現
場

の
全
体

(将
来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
な
ら
ず
車
道

に
な
る
部
分
も
含
め
て
)を
工
事
用
車
両
と
と
も
に
、

歩
行
者
等

(歩
行
者
及
び
自
転
車
等
の
軽
車
両
)
が

通
行
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
被
告
は
、

本
件
工
事
現
場
に
通
行
を
認
め
て
い
な
い
原
動
機
付

自
転
車
を
含
む
一
般
車
両
が
進
入
し
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
緑
石
で
段
差
を
付
け
た
中
央
分
離
帯
又
は

仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
し
て
北
側
二
車
線
と
区

分
し
、
さ
ら
に
、
工
事
用
車
両
が
出
入
り
す
る
各
区

間
に
は
、
移
動
可
能
な
重
さ
約
二
九
舵
の
単
管
バ
リ

ケ
ー
ド
を
設
置
し
て
い
た
。
工
事
業
者
は
、
夜
間
、

本
件
工
事
現
場
に

(将
来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
な

ら
ず
車
道
に
な
る
部
分
に
も
)
工
事
用
車
両
、
工
事

機
材
等
を
置
い
て
い
た
。

③

東
側
入
口
部
分
の
付
近
の
状
況
は
、
別
紙
図
面
記

載
の
と
お
り
で
あ
る
o
B
線
の
本
件
交
差
点
よ
り
西

側
の
部
分
は
、
北
側
二
車
線
が
東
行
車
線
と
西
行
車

線
の
片
側
一
車
線
の
道
路
と
し
て
一
般
交
通
の
用
に

供
さ
れ
て
お
り
、
本
件
交
差
点
よ
り
東
側
の
部
分
の

D
線
も
、
同
様
に
、
東
行
車
線
と
西
行
車
線
の
片
側

一
車
線
の
道
路
と
し
て
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
D
線
を
束
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す
る

車
両
は
、
車
道
中
央
線
と
車
道
外
側
線

(道
路
標
示
)

に
従
い
、
ゆ
る
や
か
な
左
カ
ー
ブ
を
道
な
り
に
直
進

す
れ
ば
、
自
然
に
、
前
述
北
側
二
車
線
の
西
行
車
線

(
一
車
線
)
に
入
る
位
置
関
係
に
あ
っ
た
。
本
件
交

差
点
の
南
西
の
角
に
は
横
断
歩
道

･
駐
車
禁
止
･
制

限
速
度
等
を
示
す
道
路
標
識
が
設
置
さ
れ
、
北
側
二

車
線
の
南
端

(D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す
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る
車
両
の
運
転
者
か
ら
み
て
左
端
)
が
片
側
一
車
線

の
対
面
通
行
の
道
路
の
左
端
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
た
。
北
側
二
車
線
と
本
件
工
事
部
分
と
を
区
切
る

仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
東
端
付
近
に
は
大
型
の
反
射

板

(デ
リ
ニ
エ
ー
タ
ー
)
が
東
向
き
に
一
機
設
置
さ

れ
、
仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
一
定
間
隔
に
視
線
誘

導
標

(反
射
体
の
色
は
左
側
路
側
を
表
す
白
色
で
あ

る
)
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
夜
間
、
D
線
を
東
か
ら

西
に
向
け
て
走
行
し
て
く
る
車
両
の
前
照
灯
の
照
明

に
反
射
し
、
運
転
者
に
緩
や
か
な
左
カ
ー
ブ
の
左
端

を
知
ら
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
東

側
入
口
部
分
の
付
近
に
は
、
本
件
交
差
点
の
北
東
角

に
街
灯
が
一
箇
所
設
置
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
他
に

夜
間
照
明
に
な
る
よ
う
な
店
舗
は
な
く
、暗
か
っ
た
。

④

被
告
は
、
本
件
仮
歩
道
に
は
歩
行
者
等

(歩
行
者

及
び
自
転
車
等
の
軽
車
両
)
だ
け
が
進
入
し
通
行
す

る
こ
と
が
で
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一
般
車

両
は
進
入
し
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
東
側
入
口
部
分
の
付
近
に
は
三

ヵ
所

(別
図
の
a
、
b
及
び

c
の
各
地
点
)
に
、

｢仮
歩
道
｣
と
記
載
し
た
標
示
板

(本
件
標
示
板
)

を
設
置
し
て
い
た
。
a
地
点
の
本
件
標
示
板
は
北
向

き
で
あ
り
、
b
地
点
の
本
件
標
示
板
は
東
向
き
で
あ

り
、
c
地
点
の
本
件
標
示
板
は
西
向
き
で
あ
っ
た
。

夜
間
照
明
は
設
置
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
被
告

は
、
東
側
入
口
部
分
に
、
移
動
可
能
な
重
さ
約
二
九

館
の
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
置
い
て
い
た
。
単
管
バ
リ

ッ
ク
ホ
ウ
ニ
台
(以
下
｢本
件
二
台
の
バ
ッ
ク
ホ
ウ
｣

ケ
ー
ド
を
別
図
の
α
地
点
に
置
く
と
、
そ
の
南
側
の

と
い
う

が
、
車
本
を
ほ
ぼ
ヒ
に
向
け
ミ

ッ
ト

脇
に
七
五
節
程
度
の
隙
間
が
で
き
、
歩
行
者
等
が
通

行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
単
管
バ
リ

ケ
ー
ド
を
別
図
の
β
地
点
に
置
く
と
上
記
隙
間
が
狭

く
な
る
な
ど
、
置
く
位
置
に
よ
っ
て
隙
間
の
幅
は
異

な
る
。
ま
た
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
が
横
に
追
い
や
ら

れ
東
側
入
口
部
分
が
完
全
に
開
い
た
状
態
で
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

⑤

東
側
入
口
部
分
か
ら
本
件
事
故
現
場
ま
で
の
距
離

は
、
約
一
如
で
あ
っ
た
。
本
件
仮
歩
道
の
路
面
は
、

舗
装
工
事
を
終
え
た
表
層
の
部
分
と
表
層
の
一
段
階

手
前
の
舗
装
状
態
の
基
層
の
部
分
と
が
あ
っ
て
段
差

が
あ
っ
た
上
、
車
道
中
央
線
と
車
道
外
側
線
は
未
だ

引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
照
明
は
、
京
奈
和
自
動
車

道
が
南
北
に
本
件
工
事
現
場
の
下
を
横
断
し
て
い
る

箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
に
夜
間
照
明

に
な
る
よ
う
な
店
舗
等
は
な
く
、
暗
か
っ
た
。
工
事

業
者
は
、
夜
間
、
東
側
入
口
部
分
か
ら
本
件
事
故
現

場
ま
で
の
本
件
工
事
現
場

(本
件
仮
歩
道
)
に
、
工

事
用
車
両
、
工
事
機
材
等
を
照
明
設
備
･
予
告
標
示

板
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
警
備
員
を
配
置
す
る

こ
と
な
く
置
い
て
い
た
。

⑥

本
件
事
故
現
場
付
近
の
状
況

本
件
工
事
現
場

(本
件
仮
歩
道
)
の
う
ち
将
来
車

道
に
な
る
部
分
の
幅
員
は
約
八
･
三
m
で
あ
り
、
バ

と
い
う
)
が
、
車
体
を
ほ
ぼ
北
に
向
け
バ
ケ
ッ
ト
部

を
中
央
分
離
帯
に
つ
け
て
駐
車
し
、
そ
の
南
側
に
は

歩
行
者
等
の
通
行
に
足
る
若
干
の
隙
間
を
残
し
将
来

車
道
に
な
る
部
分
の
ほ
ぼ
前
面
を
塞
ぐ
形
と
な
っ
て

い
た
。
本
件
二
台
の
バ
ッ
ク
ホ
ウ
に
は
、
歩
行
者
等

に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
照
明
設
備
･
予
告
標
示

板
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

2

被
告
の
工
事
業
者
に
対
す
る
指
導
の
内
容
･
方
法

前
記
認
定
の
事
実
関
係
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に

よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

①

被
告
は
、
工
事
業
者
に
対
し
、
特
記
仕
様
書
に
基

づ
き
、
本
件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩
行
者
等
の
通
行
の

安
全
に
配
慮
し
つ
つ
工
事
を
施
工
す
る
よ
う
に
指
導

し
た
。
具
体
的
に
は
、
特
記
仕
様
書
に
お
い
て
、

｢な
お
、
現
在
、
車
道
の
一
部
を
仮
歩
道
と
し
て
、

供
用
し
て
い
る
た
め
、
歩
行
者
自
転
車
等
に
は
十
分

注
意
し
、
安
全
対
策
を
施
す
こ
と
｣
と
指
示
し
て
い

た
。
被
告
は
、
そ
の
ほ
か
、
工
事
業
者
に
対
し
、
本

件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩
行
者
等
の
通
行
の
安
全
を
図

る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
、
例
え
ば
、
工
事
用
車
両

の
駐
車
方
法
、
照
明
設
備
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
個

別
具
体
的
な
指
示
は
行
わ
ず
、
ま
た
、
本
件
工
事
現

場
に
職
員
を
派
遣
し
て
、
本
件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩

行
者
等
の
通
行
の
安
全
を
図
る
た
め
の
措
置
が
取
ら



れ
て
い
る
か
に
つ
き
確
認
し
た
り
、
工
事
業
者
か
ら

況
に
よ
れ
ば
、
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す

道
)
に
迷
い
込
む
要
因
に
な
っ
た
旨
主
張
す
る
が
、

書
面
で
報
告
を
求
め
る
な
ど
の
配
慮
は
行
わ
な
か
っ

た
。

②

被
告
は
、
歩
行
者
等

(歩
行
者
及
び
自
転
車
等
の

軽
車
両
)
が
通
行
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
範
囲
が

南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
の
全
体

(将

来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
な
ら
ず
車
道
に
な
る
部
分

も
含
め
て
)
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
工
事
業
者
は
、
本
件
仮
歩
道
の
範
囲
を
正
し

く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

(工
事
業
者
の
下
請
会
社

は
、
南
側
車
線
造
成
地

[本
件
工
事
現
場
]
の
う
ち

将
来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
が
仮
歩
道
で
あ
る
と
誤

解
し
て
い
た
)。
な
お
、
別
の
下
請
会
社
は
、
地
元

町
か
ら
指
導
監
督
を
受
け
た
元
請
会
社
の
指
示
で
、

｢歩
行
者
の
通
行
時
に
は
十
分
注
意
し
、
常
に
二
m

程
の
ス
ペ
ー
ス
を
仮
歩
道
と
し
て
空
け
て
お
く
｣
と

い
う
配
慮
を
し
て
い
た
。

本
件
事
故
態
様

前
述
認
定
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
亡
A
は
、
本
件
仮

歩
道
が
工
事
現
場
で
あ
り
、
未
だ
道
路
と
し
て
一
般
交
通

の
用
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一

般
車
両
の
通
行
が
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
本
件
仮
歩
道
に
進
入
し
、
通
行
し
た
も
の
と
推
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

前
判
示
の
と
お
り
、
東
側
入
口
部
分
の
付
近
の
状

る
車
両
は
、
車
道
中
央
線
と
車
道
外
側
線
に
従
い
、

ゆ
る
や
か
な
左
カ
ー
ブ
を
道
な
り
に
直
進
す
れ
ば
、

自
然
に
、
北
側
二
車
線
の
西
行
車
線

(
一
車
線
)
に

入
る
位
置
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
件
交
差
点

の
南
西
の
角
に
は
横
断
歩
道

･
駐
車
禁
止

･
制
限
速

度
等
を
示
す
道
路
標
識
が
設
置
さ
れ
、
北
側
二
車
線

の
南
端

(D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
す
る
車

両
の
運
転
者
か
ら
み
て
左
端
)
が
片
側
一
車
線
の
対

面
通
行
の
道
路
の
左
端
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

た
。
北
側
二
車
線
と
本
件
工
事
部
分
と
を
区
切
る
仮

設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
東
端
付
近
に
は
大
型
の
反
射
板

が
東
向
き
に
一
機
設
置
さ
れ
、
仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

に
は
一
定
間
隔
に
視
線
誘
導
標
が
設
置
さ
れ
て
い

て
、
夜
間
、
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
し
て

く
る
車
両
の
前
照
灯
の
照
明
に
反
射
し
、
運
転
者
に

緩
や
か
な
左
カ
ー
ブ
の
左
端
を
知
ら
せ
る
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
前
照
灯
を
付
け
て

D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
し
て
き
た
車
両
の

運
転
者
に
は
、
B
線
の
本
件
交
差
点
よ
り
西
側
の
部

分
の
北
側
二
車
線
が
D
線
と
同
様
、
束
行
車
線
と
西

行
車
線
の
片
側
一
車
線
の
道
路
で
あ
る
こ
と
を
容
易

に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
原
告
ら
は
、
上
記
大
型
の
反
射
板

や
視
線
誘
導
標
が
夜
間
反
射
す
る
こ
と
に
よ
り
中
央

分
離
帯
に
見
え
亡
A
が
本
件
工
事
現
場

(本
件
仮
歩

前
記
認
定
の
D
線
と
B
線
と
の
位
置
関
係
の
ほ
か
、

上
記
道
路
標
識
が
片
側
一
車
線
の
対
面
通
行
の
道
路

で
あ
る
北
側
二
車
線
の
南
端
を
示
し
て
い
た
こ
と
を

併
せ
考
慮
す
る
と
、
前
述
大
型
の
反
射
板
や
視
線
誘

導
標
は
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行
し
て
く
る

車
両
の
運
転
者
に
緩
や
か
な
左
カ
ー
ブ
の
左
端
を
知

ら
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
原
告
ら
の
上
記
主
張
を
採

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②

前
述
認
定
の
と
お
り
、
本
件
交
差
点
の
南
西
の
角

の
横
断
歩
道

･
駐
車
禁
止
･
制
限
速
度
等
を
示
す
道

路
標
識
の
南
側

(D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け
て
走
行

し
て
き
た
車
両
の
運
転
者
か
ら
見
て
左
側
)
に
あ
た

る
東
側
入
口
部
分
に
は
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
が
置
い

て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
置
い
て
あ
っ
た
場
所
に
よ
っ

て
隙
間
の
幅
は
異
な
る
も
の
の
、
原
動
機
付
自
転
車

を
運
転
し
て
そ
の
隙
間
を
す
り
抜
け
る
必
要
が
あ
る

か
ら
、
本
件
交
差
点
の
北
東
角
に
街
灯
が
一
カ
所
設

置
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
他
に
夜
間
照
明
に
な
る
よ

う
な
店
舗
は
な
く
暗
か
っ
た
こ
と
、
東
側
入
口
部
分

の
付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
た
三
ヵ
所
の
本
件
標
示
板

の
う
ち
、
別
図
の
a
地
点
の
も
の
は
北
向
き
で
見
え

に
く
く
、
b
地
点
の
も
の
は
東
向
き
で
あ
る
も
の
の

反
対
車
線
側
で
あ
る
た
め
見
え
に
く
く
、
c
地
点
の

も
の
は
西
向
き

(反
対
向
き
)
で
見
え
な
か
っ
た
こ
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と
、
本
件
標
示
板
に
は

｢仮
歩
道
｣
と
い
う
、
歩
行

者
だ
け
が
通
行
を
許
さ
れ
、
原
動
機
付
自
転
車
は
も

と
よ
り
自
転
車
等
の
軽
車
両
も
通
行
が
許
さ
れ
て
い

な
い
か
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
記
載
だ
け
が
さ
れ
て

い
た
こ
と

(道
路
交
通
法
二
条
一
項
二
号
参
照
巴
を

勘
案
し
て
も
、
通
常
道
路
の
左
端
に
設
置
さ
れ
て
い

る
道
路
標
識
の
左
側
の
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
の
隙
間
を

す
り
抜
け
て
進
入
す
る
先
に
あ
る
本
件
仮
歩
道
が
、

一
般
の
交
通
の
用
に
供
さ
れ
、
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
一
般
車
両
が
通
行
す
る
道
路
で
は
な
い
こ
と
を

容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

③

前
記
認
定
の
と
お
り
、
東
側
入
口
部
分
か
ら
本
件

事
故
現
場
ま
で
の
距
離
は
、
約
一
蹴
で
あ
る
が
、
本

件
仮
歩
道
の
路
面
は
、
舗
装
工
事
を
終
え
た
表
層
の

部
分
と
表
層
の
一
段
階
手
前
の
舗
装
状
態
の
基
層
の

部
分
と
が
あ
っ
て
段
差
が
あ
っ
た
上
、
車
道
中
央
線

と
車
道
外
側
線
が
未
だ
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

工
事
業
者
が
本
件
仮
歩
道
に
工
事
用
車
両
、
工
事
機

材
等
を
置
い
て
い
た
か
ら
、
照
明
に
乏
し
く
、
他
に

夜
間
照
明
に
な
る
よ
う
な
店
舗
等
が
な
く
暗
か
っ
た

こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
走
行
中
、
本
件
仮
歩
道
が
一

般
の
交
通
の
用
に
供
さ
れ
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含

む
一
般
車
両
が
通
行
す
る
道
路
で
は
な
く
、
正
に
工

事
現
場
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
認
識
で
き
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る

(そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亡
A
は
、

引
き
返
す
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
)。

そ
し
て
、
前
記
認
定
の
事
実
及
び
前
記
認
定
の
本

件
事
故
現
場
の
状
況
に
よ
れ
ば
、
亡
A
は
、
某
日
午

後
九
時
三
〇
分
こ
ろ
、
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し

て
、
D
線
を
西
進
し
、
本
件
交
差
点
で
進
路
を
変
え
、

本
件
仮
歩
道
が
工
事
現
場
で
あ
り
、
未
だ
道
路
と
し

て
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
動
機
付

自
転
車
を
含
む
一
般
車
両
の
通
行
が
許
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
、
南
西
角
に
設
け

ら
れ
た
入
口

(東
側
入
口
部
分
)
か
ら
本
件
仮
歩
道

に
進
入
し
、
本
件
仮
歩
道
を
東
か
ら
西
に
向
け
本
件

事
故
現
場
付
近
ま
で
約
一
如
走
行
し
た
際
、
本
件
事

故
現
場
に
駐
車
さ
れ
て
い
た
本
件
二
台
の
バ
ッ
ク
ホ

ウ
に
気
付
く
の
が
遅
れ
、
急
制
動
の
措
置
を
講
じ
る

等
し
て
こ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
間
に
合

わ
ず
、原
動
機
付
自
転
車
と
も
ど
も
転
倒
滑
走
し
て
、

バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
バ
ケ
ッ
ト
部
と
地
面
の
隙
間
に
挟
ま

る
形
で
衝
突
し
、
即
死
し
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

5

争
点
1
･
2
に
つ
い
て

前
判
示
の
と
お
り
、
被
告
は
、
本
件
工
事
現
場

(本
件

仮
歩
道
)
を
、
緑
石
で
段
差
を
付
け
た
中
央
分
離
帯
、
仮

設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
に
よ
っ
て
北
側
二
車
線
と
区
分
し
た

上
、
亡
A
が
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
本
件
仮
歩
道

に
進
入
し
た
東
側
入
口
部
分
に
つ
い
て
は
、
D
線
と
B
線

と
の
位
置
関
係
等
前
記
認
定
の
本
件
交
差
点
付
近
の
状
況

を
ふ
ま
え
、
単
管
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
夜
間
、
前
照
灯
を
付
け
て
D
線
を
東
か
ら
西
に
向
け

て
走
行
し
て
く
る
車
両
の
運
転
者
に
対
し
、
B
線
の
本
件

交
差
点
よ
り
西
側
の
部
分
の
北
側
二
車
線
が
D
線
と
同

様
、
東
行
車
線
と
西
行
車
線
の
片
側
一
車
線
の
道
路
で
あ

っ
て
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
が
道
路
と

し
て
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
明
瞭

に
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
亡
A
も
、
東
側

入
口
部
分
か
ら
本
件
仮
歩
道
に
進
入
し
た
際
、
本
件
仮
歩

道
が
工
事
現
場
で
あ
り
、
未
だ
道
路
と
し
て
一
般
交
通
の

用
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一
般

車
両
の
通
行
が
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
も

の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
原
告
ら
は
、
亡
A
が
本
件
仮
歩
道
に
迷
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い
込
ん
だ
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
被
告
が
国
賠
法
二
条
一

項
責
任
又
は
同
法
一
条
一
項
責
任
を
負
う
旨
主
張
す
る

が
、
前
判
示
の
と
お
り
、
原
告
ら
の
主
張
は
そ
の
前
提
を

欠
く
か
ら
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
被
告
は
、
現
に
工

事
が
施
工
さ
れ
て
お
り
、
道
路
と
し
て
一
般
交
通
の
用
に

供
さ
れ
て
い
な
い
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)

に
つ
い
て
、
将
来
歩
道
に
な
る
部
分
だ
け
で
な
く
車
道
に

な
る
部
分
に
つ
い
て
も
仮
歩
道
と
し
て
歩
行
者
等
の
通
行

を
認
め
て
お
り
、
工
事
用
車
両
が
通
行
し
現
に
工
事
が
行

わ
れ
て
い
る
場
所
を
歩
行
者
及
び
自
転
車
等
の
軽
車
両
が



通
行
す
る
こ
と
に
伴
う
危
険
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
評

価
し
て
い
た
か
は
本
件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
は

な
く
、
本
件
仮
歩
道
に
お
い
て
歩
行
者
等
の
通
行
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
こ
と

を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
被

告
は
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一
般
車
両
が
本
件
仮
歩

道
に
誤
っ
て
進
入
し
走
行
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
措
置
は
講
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
は
、

被
告
に
お
い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
件
仮
歩
道
が
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
て
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に

瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
o次

に
、
前
判
示
の
と
お
り
、
被
告
は
、
工
事
業
者
に
対

し
、
特
記
仕
様
書
に
基
づ
き
、
本
件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩

行
者
等
の
通
行
の
安
全
に
配
慮
し
つ
つ
工
事
を
施
工
す
る

よ
う
に
指
導
し
た
だ
け
で
、
本
件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩
行

者
等
の
通
行
の
安
全
を
図
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
に
つ

い
て
、
個
別
具
体
的
な
指
示
は
行
わ
ず
、
ま
た
、
本
件
工

事
現
場
に
職
員
を
派
遣
し
て
、
本
件
仮
歩
道
に
お
け
る
歩

行
者
等
の
通
行
の
安
全
を
図
る
た
め
の
措
置
が
取
ら
れ
て

い
る
か
に
つ
き
確
認
し
た
り
、
工
事
業
者
か
ら
書
面
で
報

告
を
求
め
る
な
ど
の
配
慮
は
行
わ
な
か
っ
た
。
被
告
が
、

前
述
指
導
に
あ
た
り
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
範
囲
を
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
工
事
業

者
は
、
南
側
車
線
造
成
地

(本
件
工
事
現
場
)
の
う
ち
将

来
歩
道
に
な
る
部
分
の
み
が
仮
歩
道
で
あ
る
と
誤
解
し
て

お
り
、
本
件
事
故
が
発
生
し
た
日
の
夜
も
、
特
段
の
配
慮

を
し
な
い
ま
ま
、
本
件
工
事
現
場
に
本
件
二
台
の
バ
ッ
ク

ホ
ウ
を
駐
車
し
て
い
た
。
工
事
業
者
は
、
夜
間
、
東
側
入

口
部
分
か
ら
本
件
事
故
現
場
ま
で
の
本
件
工
事
現
場

(本

件
仮
歩
道
)
に
、
工
事
用
車
両
、
工
事
機
材
等
を
照
明
設

備

･
予
告
標
示
板
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
警
備
員
を

配
置
す
る
こ
と
な
く
置
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前

判
示
の
と
お
り
、
被
告
は
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一

般
車
両
が
本
件
仮
歩
道
に
誤
っ
て
進
入
し
走
行
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
は
講
じ
て
い
た
の
で
あ

り
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一
般
車
両
が
夜
間
本
件
仮

歩
道
に
進
入
し
走
行
す
る
こ
と
の
予
見
可
能
性
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
被
告
が
、
工
事
業
者
に
対
し
、

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
一
般
車
両
が
夜
間
本
件
仮
歩
道

に
進
入
し
走
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
措
置
を
と
る
こ

と
を
指
導
監
督
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
争
点
2
に
関
す
る
原
告
ら
の

主
張
は
、
理
由
が
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
争
点
1
･
2
に
関
す
る
原
告
ら
の
主

張
は
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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